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マンション大規模修繕工事の発注等に関する相談窓口について 

 

今後、建設後相当の期間が経過した高経年のマンションの急増が見込まれる

中、管理組合において修繕積立金を安定的に確保しつつ、適切な大規模修繕工

事を実施することで、マンションの長寿命化を図っていくことが重要です。 

マンションの大規模修繕工事の発注等に関する管理組合や区分所有者の方か

らのご疑問やご相談については、別添の相談窓口において助言等を行ってお

り、これらの相談窓口を活用いただくことが有効です。 

 添付のとおり、マンション関係団体に対し、管理組合に対する相談窓口の周

知への協力を依頼する通知を行ったところですので、参考までに情報提供させ

ていただきます。 

  


